
      

みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ

地域の人々の和（共生）の中で

２本の樹（子どもたち）が

すくすくと健やかに成長していく思いを表現しています。



Ｐ Ｔ Ａ 総 会 資 料 目 次

  

・議事

① 令和７年度事業報告

② 令和７年度会計決算報告及び監査報告

③ 令和７年度事業及び会計決算承認の件

④ 令和８年度役員・学校委員・会計監査選出及び承認の件

⑤ 令和８年度事業計画に関する件

⑥ 令和８年度会計予算に関する件

⑦ その他





資源(アルミ缶)回収・搬入活動実績

月　日 行事又は会議の名称 主　な　内　容

2月16日 アルミ缶業務引継ぎ 前年度担当者より業務引継ぎ

回収BOXのアルミ缶回収→ウサギ小屋へ保管

(参加人数6名、サポーター1名含む)

回収BOXのアルミ缶回収→ウサギ小屋へ保管

(参加人数6名、サポーター1名含む)

回収BOXのアルミ缶回収→ウサギ小屋へ保管

(参加人数5名、校長先生含む)

回収BOXのアルミ缶回収→家庭科室前へ保管

(参加人数5名)

回収BOXのアルミ缶回収→家庭科室前へ保管

(参加人数2名)

回収BOXのアルミ缶回収→家庭科室前へ保管

(参加人数10名：新担当4名、サポーター1名含む)

新担当へ業務引き継ぎ

3月6日 第7回アルミ缶回収　 回収BOXのアルミ缶回収→家庭科室前へ保管

4月5日 第1回アルミ缶回収

第4回アルミ缶回収

11月14日 第5回アルミ缶回収

第6回アルミ缶回収

第3回アルミ缶回収5月18日

以降、学校の先生方でも回収実施、永井産業への搬入は学校にて実施

4月26日 第2回アルミ缶回収

9月19日

1月21日
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地区活動

月 日 事業又は会議の名称 主 な 内 容

7 月～12 月 地区学校委員の選出 委員選出に向けての調査・資料の作成

1 年を通じて 交通当番 当番表作成・配布・旗の管理

1 年を通じて アルミ缶回収箱 チラシ回覧・アルミ缶の整頓と搬入

1 年を通じて 地区運営費・校区内危険箇所 地区運営費の管理・運営・危険箇所の確認

1 年を通じて 地区学校委員会 各地区の報告・協議事項

年度末 新旧引継ぎ 新学校委員への引継ぎ（説明・書類配布等）

市・三河・県ＰＴＡ連絡協議会、その他

月 日 事業又は会議の名称 場 所 参 加 者

4 月 24 日 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会（新旧役員会） みよし市 髙橋

5 月 23 日 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 (総会) みよし市 髙橋

6 月 23 日 第 1 回みよし市教育振興基本計画推進委員会 みよし市 髙橋

6 月 27 日 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会（第 1 回） みよし市 髙橋

7 月 26 日 情報交換会 みよし市 髙橋・森下

9 月 11 日 第 3 回みよし市教育振興基本計画推進委員会 みよし市 髙橋

9 月 12 日 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会（第 2 回） みよし市 髙橋

10 月 11 日 教育対話集会 みよし市 髙橋・小川

12 月 11 日 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会（第 3 回） みよし市 髙橋

1 月 31 日 三河ＰＴＡ研究発表大会 オンライン 髙橋・武田・酒出

2 月 6 日 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会（第 4 回） みよし市 髙橋

2 月 17 日 第 4 回みよし市教育振興基本計画推進委員会 みよし市 髙橋





単位：円

収　入　総　額 支　出　総　額 差　引　残　高

624,966 269,950 355,016 令和8年度へ繰越

収　入　内　訳 単位：円

項　　　　　目 予　　算　　額 決　　算　　額

リユース品販売収益 0 0 リユース無料提供　年５回　　

ｱﾙﾐ缶回収・ﾘｻｲｸﾙ 10,000 23,080 古紙、アルミ缶回収　　

利息 0 724

雑収入 30,000 52,458

前年度繰越金 548,704 548,704

合　　　　計 588,704 624,966

支　出　内　訳 単位：円

項　　　　　目 予　　算　　額 決　　算　　額

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ連携費 30,000 30,000 土、肥料、園芸用品　等

こども未来事業費 300,000 0

児童育成事業 180,000 180,000 総合学習等補助

活動費 60,000 59,950 寄贈品（昇降口の玄関マット）

予備費 18,704 0 活動予備費

合　　　　計 588,704 269,950

　　　上記の通り決算報告致します。　令和8年　3月15日

ＰＴＡ会計 酒出　恵美

　　　会計監査の結果、正確かつ適正である事を認めます。

令和8年　3月15日  　　
会計監査　 上原　彩花

（印省略）

令和7年度　ＰＴＡ特別会計　決算報告書

備　　　　　　考

備　　　　　　考

県Ｐ連保障制度還付金、書き損じはがき

備　　　　　　考

収  支  決  算  総  額
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みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ規約

第１章 名称および事務所

第１条 この会は、みよし市立緑丘小学校ＰＴＡと称し、事務所を緑丘小学校におく。

第２章 目的および活動

第２条 この会は、父母と教師とが協力して、学校と家庭と社会における児童の幸福な成長と会員の研修をは

かることを目的とする。

第３条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動をする。

  １ 家庭と学校と一般社会の協力により、児童の健康と福祉の増進をはかる。

  ２ 学校教育に対する理解を深め、これに協力する。

  ３ 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の生活を援助する。

  ４ 学校の教育環境の整備をはかる。

  ５ 会員の教養の向上と、その相互の親睦につとめる。

      

第３章 方 針

第４条 この会は、教育を本旨とする民間団体として、次の方針に従って活動する。

  １ 児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。

  ２ 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。

  ３ この会、またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。

  ４ この会は、学校の諸問題について討議し、この活動を助けるために意見の具申はするが、学校の人事、

その他管理には干渉しない。

第４章 会 員

第５条 この会の会員になることのできる者は、次のとおりとする。

  １ 緑丘小学校に在籍する児童の父母、またはこれに代わる者。

  ２ 緑丘小学校の校長と教職員。

  ３ この会の趣旨に賛同する者。

第６条 この会の会員は、すべて平等の義務と権利を有する。

第５章 経 理

第７条 この会の活動に要する経費は、会費、事業収入および寄付金をもってあてる。

第８条 この会の会費は、次のとおりとする。

  １ 会費は、一家庭月額１００円とし、学校の教職員も同額とする。

  ２ 納期を前期（６月）後期（１０月）の２期に分け、それぞれ６００円（年額１，２００円）ずつ納入

する。
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ただし、前期は４月１日から９月３０日の間、後期は１０月１日から翌年３月３１日 の間をさす。

  ３ 年度途中の新規転入家庭においては、不在籍月分の会費を免除する。

  ４ 年度途中の転出家庭においては、その月以降の会費は寄付とする。

第９条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。

第10条 この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認されなければならない。

第11条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第６章 役 員

第12条 この会の役員は、次のとおりとし、家庭教育委員以外は他の役員を兼ねることはできない。

     会 長  １名

     副会長  ２名（１名は家庭教育委員を兼ねる。）

     書 記  ２名（１名は学校職員）

     会 計  ２名（１名は学校職員）

第13条 この会の役員は、役員候補者選考委員会において選考し、総会の承認を得て選出される。

第14条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

第15条 この会の役員は、会全体の企画・運営を図り総括する。また個々の任務は次のとおりとする。

  １ 会長は、この会を代表し、会務を総括する。

        総会、学校委員会、役員会を招集し、会の議長を務める。

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。

  ３ 書記は、この会の庶務を司る。

  ４ 会計は、この会の経理を司る。

第16条 役員に欠員が生じたときは、次のとおりとする。

  １ 会長に欠員が生じたときは、副会長が昇任する。任期は、前任者の在任期間とする。

  ２ 会長以外の役員に欠員が生じたときは、学校委員から補充する。任期は、前任者の在任期間とする。

第17条 校長を顧問とし、校長は学校委員会に出席して意見を述べることができる。

第７章 会計監査

第18条 この会の経理を監査するために、１名の監査委員をおく。

  １ 会計監査委員は、役員候補者選考委員会において選考され、総会の承認を得る。

  ２ 会計監査委員の任期は１年とする。

第８章 総 会

第1９条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。

第20条 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は、原則として、毎年４月に１回開催する。

臨時総会は、学校委員会が必要と認めたとき、または、会員の５分の１以上の要求があったとき、会

長が招集する。災害等の不測の事態により、会長が定期総会の開催が困難と判断した場合は、学校委員
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会をもって総会と代えるか、全会員に議案を紙面にて提案し承認を得ることで総会と代える。

第 21 条 総会は、会員の５分の１以上の出席により成立する。議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。

学校委員会をもって総会と代えた場合は、出席者の過半数の同意を必要とする。紙面にて承認を得る場

合は、全会員の１０分の１の同意を必要とする。

第９章 学校委員会

第22条 学校委員会は、各地区から選出された学校委員と教職および役員で構成する。

第23条 学校委員会は、総会に次ぐ議決機関とする。

第24条 学校委員会の任務は、次のとおりとする。

  １ 役員会、各学校委員が立案した計画を審議検討する。

  ２ 総会に提出する議案を調整する。

  ３ その他運営に必要な事務を処理する。

第25条 学校委員会の招集は、原則として会長が行う。

第 26 条 学校委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

第27条 議事は、出席者の過半数の同意を必要とする。

第10章 役員会

第28条 役員会は、役員で構成する。

第29条 役員会は、この会の円滑な運営を諮る。

第11章 特別委員会

第 30 条 特別な事項について、必要があるときは、学校委員会に諮り、特別委員会を設置することができる。

第31条 特別委員会は任務終了をもって解散する。

第12章 役員候補者選考委員会

第32条 役員および会計監査委員を選考するときは、役員候補者選考委員会をおく。

第33条 役員候補者選考委員会は、役員、地区委員長をもって構成する。

第34条 役員候補者選考委員会は、任務終了をもって解散する。

第13章 改正および実施

第35条 この規約は、総会において、出席者の３分の２以上の賛成があれば改正できる。

第36条 この規約は、平成９年４月１９日から実施する。
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附則

平成１０年 ４月１８日改正し、実施する。

平成１４年 ４月２０日改正し、実施する。

平成１６年 ４月１７日改正し、実施する。

平成１７年 ４月１６日改正し、実施する。

平成２１年 ４月１８日改正し、実施する。

平成２８年１０月１５日改正し、実施する。

平成３０年 ４月１４日改正し、実施する。

令和 ２年 ４月１８日改正し、実施する。

令和 ３年 ４月１０日改正し、実施する。

令和 ６年 ４月 １日改正し、実施する。

令和 ７年 ４月１８日改正し、実施する。



役　　　職 氏　　　名 地　　区

会　長 上田　光宣 ひばり１

副　会　長 原田　真巳 緑１

家庭教育委員 寺口　遥香 桜４

書　　　記 渡辺　祥江 桜１

〃 前川　直子 教　頭

会　　　計 城戸崎　真理子 緑２

〃 加藤　礼嗣 校務主任

会計監査 酒出　恵美

令和８年度　ＰＴＡ役員並びに

会計監査名簿

令和７年度ＰＴＡ会計

役　　員
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  令和8年度 ＰＴＡ学校委員名簿

                                            

所 属 役 務 氏 名 地 区

桜（３名）

学校委員(地区代表) 九鬼 香菜 桜３

学校委員 高橋 榛名 桜４

学校委員 内山 志津子 桜４

緑（４名）

学校委員(地区代表) 玉井 幸代 緑４

学校委員 冨板 京子 緑１

学校委員 甘蔗生 奈穂子 緑４

学校委員 渡邊 亜沙子 緑５

ひばり（１名） 学校委員(地区代表) 兼平 沙織 ひばり１

ＰＴＡ学校委員補欠

桜 緑 ひばり

福原 悠 野口 真歩 塚田 香織

山本 裕子 尾河 紀子 山田 房男



月 会議 活動内容 学校行事等

入学式・始業式･学年懇談会(1年生)

避難訓練

PTA総会紙面開催 授業参観・学年懇談会(2～6年生)

個別懇談会

役員会･学校委員会 引き渡し訓練

運動会

運動会代休

授業参観

野外学習(５年生)

役員会･学校委員会 第1回家庭教育学級 市思い出コンサート(６年生)

個別懇談会(希望制)

8 作品募集提出期間

役員会･学校委員会 授業参観

避難訓練

前期終業式

後期始業式

役員会･学校委員会 稲刈り(５年生)

みどりっ子フェスタ

11 役員会･学校委員会 フェスタ代休

第２回家庭教育学級 修学旅行

次年度役員選出 個別懇談(希望制)

新役員･学校委員会…見学･引継ぎ 書き初め大会･展示会

避難訓練

役員会･学校委員会 授業参観

伝承あそび週間

2 新入学児童入学説明会

役員会･学校委員会 卒業式

　　　　 修了式

※実施月等は、変更もありますのでご了承下さい。

※学校行事については、学校にご確認ください。

令和８年度ＰＴＡ事業計画

1

3

9

10

7

4

5

6

12

 

－ 12 －





単位：円

収　入　総　額 支　出　総　額 差　引　残　高 備　　　　考

415,016 415,016 0

収　 入 　内　 訳 単位：円

項　　　目 前年度予算額 予　算　額 備　　　　考

アルミ缶回収 10,000 20,000 アルミ缶回収
雑収入 30,000 40,000 預金利息、県Ｐ連保障制度還付金等
前年度繰越金 548,704 355,016

合　　　　計 588,704 415,016

支　 出　 内 　訳 単位：円

項　　　目 前年度予算額 予　算　額 備　　　　考

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ連携費 30,000 30,000 地域連携除草作業燃料費等

こども未来事業費 300,000 0 R8年度から一般会計へ移行

児童育成事業 180,000 180,000

活動費 60,000 70,000 寄贈品

予備費（繰越金） 18,704 135,016 活動予備費

合　　　　計 588,704 415,016

令和８年度　ＰＴＡ特別会計 予算書

収  支  予  算  総  額
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みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ弔慰規定

第１条 次のいずれかに該当した場合は各項目に定めるところによって、弔慰及び見舞をする。

（１）死亡弔慰

    ア 教職員

    （ア）教職員死亡のとき              １０，０００円と供花１対

（イ） 教職員の配偶者及び子弟死亡のとき      ５，０００円

    イ 緑丘小学校児童の死亡のとき         １０，０００円と供花１対

    ウ 緑丘小学校児童保護者死亡のとき       １０，０００円と供花１対

（２）見舞

    教職員の長期（３０日以上）入院のとき      ５，０００円

第２条 その他、地域性に鑑み、必要に応じて、役員会において処理することができる。

附則

   この規定は、平成９年４月１９日から実施する。

  平成１３年３月 ３日改正し実施する。

  平成１４年３月１６日改正し実施する。

  平成１５年２月 ８日改正し実施する。

  平成１９年２月１７日改正し実施する。

   平成３０年３月１７日改正し実施する。
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みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ役員選出要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ規約（以下「規約」という。）第１２条の役員を選出

するに際して、必要な事項を定めるものとする。

（資 格）

第２条 役員は、規約第５条第１号に該当する者の中から選出する。ただし過去において、規約第１２

条の会長、副会長、副会長兼家庭教育委員を経験した世帯を原則的に除く。

（選出方法）

第３条 役員の選出方法については次の方法により選出する。

（１）選出目前の立候補・推薦は、すべての役職において募る。また、どの役職も新６年生以外の学

年の立候補も可とする。

（２）複数の立候補があった場合は、最上学年の児童の保護者を優先とする。児童が同学年の場合は、

抽選等により選出する。

（３）立候補・推薦の無い場合は、新６年生になる児童の保護者から抽選等により選出する。

（４）その後、規約第１３条により総会にて決定する。

（５）役員を受けることができない特別の事由がある家庭と認められた場合は、抽選等の対象から除

くことができる。

（６）選出時期は、原則的に前年の１２月末日までとする。

第４条 本要綱は、学校委員会の議決によって変更することができる。

附 則

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

   平成１３年１２月１５日改正し実施する。

   平成１５年 ２月 ８日改正し実施する。

   平成１７年１０月２９日改正し実施する。

   平成２１年 ２月１４日改正し実施する。

   平成２３年 ２月１２日改正し実施する。

   平成３０年 ２月 ３日改正し実施する。

   平成３１年 ２月 ２日改正し実施する。

   令和 元年 ９月 ７日改正し実施する。

   令和 ３年 ３月 ５日改正し実施する。

   令和 ７年 ４月１８日改正し実施する。
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みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ学校委員選出要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、みよし市立緑丘小学校ＰＴＡ規約（以下「規約」という。）第２２条の学校委

員を選出するに際して、必要な事項を定めるものとする。

（資格及び人数）

第２条 学校委員は、規約第５条第１号に該当する者の中から選出する。ただし過去において、規約

第１２条の会長、副会長、副会長兼家庭教育委員を経験した世帯を原則的に除く。

（選出単位）

第３条 規約第２２条に定める学校委員を選出する各地区の選出単位は、次のとおりとする。

（１）各地区により選出される学校委員の人数は、児童数などをもとに必要に応じて若干名選出

する。

（２）各地区で選出される人数は変更することも可とする。

（選出方法）

第４条 学校委員は次の方法により選出する。

  （１）第２条の資格を有する全家庭より、学校委員選出対象となる順位から選出する。順位は、

その年ごとに学校委員で決定する。

  （２）特別の事由があると認められた家庭は抽選の対象から除くことができる。

  （３）選出時期は原則的に前年の１２月末日までとする。

  （４）会長以外の役員に欠員が出た場合、地区委員長を除く学校委員から繰り上げとする。

  （５）各行政区にて、学校委員の補欠を１名以上選出する。尚、補欠の任期は１年とする。

第５条 本要綱は、学校委員会の議決によって変更することができる。

附 則

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

   平成１３年１２月１５日改正し実施する。

   平成１５年 ２月 ８日改正し実施する。

   平成１６年１１月 ６日改正し実施する。

   平成１７年１０月２９日改正し実施する。

   平成１８年１２月 ２日改正し実施する。

   平成２１年 ２月１４日改正し実施する。

   平成２３年 ２月１２日改正し実施する。

   平成２６年１１月 １日改正し実施する。



- 18 -

   平成２７年１０月 ３日改正し実施する。

   平成２８年１０月１５日改正し実施する。

   平成３０年 ２月 ３日改正し実施する。

   平成３１年 ２月 ２日改正し実施する。

   令和 元年 ９月 ７日改正し実施する。

   令和 ３年 ３月 ５日改正し実施する。

   令和 ６年 ４月 １日改正し実施する。

令和 ７年 ４月１８日改正し実施する。
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令和７年度 ＰＴＡ役員・学校委員

所 属 役 職 名 氏   名 地 区

役 員

会 長 髙橋 小夜子 緑５

副会長 小川 久美子 緑３

家庭教育委員 森下 敦子 大池町

書 記 武田 愛 桜１

〃 前川 直子 教 頭

会 計 酒出 恵美 緑２

〃 加藤 礼嗣 校務主任

所 属 役 務 氏 名 地 区

桜（３名）

学校委員(地区代表) 丹生谷 美保 桜３

学校委員 中川 夏子 桜３

学校委員 平田 美咲 桜３

緑（４名）

学校委員(地区代表) 守道 千草 緑３

学校委員 鈴木 ジャブフラン 緑１

学校委員 松葉 かおり 緑３

学校委員 吉田 麻子 緑２

ひばり（１名） 学校委員（地区代表） 神野 有紀 ひばり西


